
訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
決
裁
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
埼
玉
県

教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
中
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
教
育
長
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
事
案
に
つ
い
て
速

や
か
に
教
育
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
教
育
総
務
部
の
表
総
務
課
の
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                   

二 

教
育
委

員
会

の
事

務
局

及
び

県
立

教
育

機
関

（
県

立
学

校
を

除く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
職

員

１ 

職
員
の
人
事
に
関
す

る
基
本
方
針
を
決
定
す

る
こ
と
。 

２ 

副
教
育
長
、
部
長
、

副
部
長
、
参
事
、
部
付
、

課
長
、
教
育
事
務
所
長

及
び
県
立
教
育
機
関
の

長
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
副
教
育
長
等
職

員
」
と
い
う
。
）
の
採

用
（
任
期
を
定
め
た
採

用
及
び
任
期
の
更
新
を

含
む
。
）
、
転
任
、
派
遣

（
派
遣
期
間
の
延
長
、

派
遣
後
の
職
務
復
帰
及

び
退
職
派
遣
者
の
採
用

を
含
み
、
外
国
の
地
方

公
共
団
体
の
機
関
等
に

派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処

遇
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
六
十
三
年
埼

玉
県
条
例
第
一
号
。
以

１ 

主
査
級
以
上
の
職
員

（
副
教
育
長
等
職
員

を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の

任
免
等
を
決
定
す
る
こ

と
。 

２ 

主
査
級
以
上
の
職
員

の
昇
任
及
び
昇
格
を
決

定
す
る
こ
と
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第

二
百
六
十
一
号
）
に
基

づ
き
、
職
員
の
標
準
職

務
遂
行
能
力
及
び
標
準

的
な
職
を
定
め
る
こ

と
。 

４ 

職
員
の
標
準
職
務
遂

行
能
力
及
び
標
準
的
な

職
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
知
事
に
協
議
す
る

こ
と
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
に
基

１ 

職
員
（
副
教
育
長
等

職
員
、
主
査
級
以
上
の

職
員
、
職
務
の
級
が
行

政
職
給
料
表
の
一
級
の

職
員
及
び
技
能
職
員
を

除
く
。
）
の
任
免
等
を

決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

職
員
（
副
教
育
長
等

職
員
、
主
査
級
以
上
の

職
員
及
び
技
能
職
員
を

除
く
。
）
の
昇
任
及
び

昇
格
を
決
定
す
る
こ

と
。 

３ 

任
期
付
職
員
の
採

用
、
任
期
の
更
新
又
は

他
の
職
へ
の
任
用
に
当

た
り
、
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
る
こ
と
。 

４ 

一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十
八



                                  

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
職

員（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
職

員
」

と
い

う
。
）

の
任

免
そ

の
他

の
人

事
を

行
う

こと
。 

び
退
職
派
遣
者
の
採
用

を
含
み
、
外
国
の
地
方

公
共
団
体
の
機
関
等
に

派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処

遇
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
六
十
三
年
埼

玉
県
条
例
第
一
号
。
以

下
「
外
国
等
派
遣
条

例
」
と
い
う
。
）
に
基

づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、

辞
職
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
任
免
等
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

副
教
育
長
等
職
員
の

昇
任
及
び
昇
格
を
決
定

す
る
こ
と
。 

４ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
を
除
く
。
）
を

行
う
こ
と
。 

５ 

職
員
の
懲
戒
処
分
を

行
う
こ
と
（
教
育
総
務

部
の
表
総
務
課
の
項
第

二
号
教
育
長
専
決
事

項
の
欄
10
に
掲
げ
る
事

項
を
除
く
。
）
。 

６ 

職
員
の
期
末
手
当
又

は
勤
勉
手
当
の
支
給
を

一
時
差
し
止
め
る
処
分

を
行
い
、
又
は
取
り
消

す
こ
と
。 

７ 

職
員
の
退
職
手
当
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を

支
給
し
な
い
こ
と
と
す

る
処
分
、
支
払
を
差
し

止
め
る
処
分
若
し
く
は

そ
の
取
り
消
し
、
全
部

若
し
く
は
一
部
の
返
納

と
。 

４ 

職
員
の
標
準
職
務
遂

行
能
力
及
び
標
準
的
な

職
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
知
事
に
協
議
す
る

こ
と
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
職
員
の
人
事
評

価
の
基
準
及
び
方
法
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
人

事
評
価
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
。 

６ 

職
員
の
人
事
評
価
の

基
準
及
び
方
法
に
関
す

る
事
項
そ
の
他
人
事
評

価
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
こ
と
に
つ
い

て
知
事
に
協
議
す
る
こ

と
。 

７ 

地
方
公
務
員
法
第
三

条
第
三
項
第
三
号
に
規

定
す
る
者
の
う
ち
、
顧

問
、
参
与
及
び
こ
れ
ら

に
類
す
る
者
の
任
免
及

び
勤
務
条
件
の
決
定
を

行
う
こ
と
。 

８ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
に
限
る
。
）
を

行
う
こ
と
。 

９ 

職
員
の
分
限
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
二
十
六

年
埼
玉
県
条
例
第
五

十
一
号
。
以
下
「
分
限

条
例
」
と
い
う
。
）
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
副
教
育
長
等

職
員
に
対
し
、
復
職
を

命
ず
る
こ
と
。
。 

他
の
職
へ
の
任
用
に
当

た
り
、
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
る
こ
と
。 

４ 

一
般
職
の
任
期
付
職

員
の
採
用
等
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
四
年
埼

玉
県
条
例
第
六
十
八

号
。
以
下
「
任
期
付
職

員
条
例
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
職
員
の
給

料
月
額
を
決
定
す
る
に

当
た
り
、
人
事
委
員
会

の
承
認
を
得
る
こ
と
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
第
三

条
第
三
項
第
三
号
に
規

定
す
る
者
の
う
ち
、
調

査
員
、
嘱
託
員
及
び
こ

れ
ら
に
類
す
る
者
の
任

免
及
び
勤
務
条
件
の
決

定
を
行
う
こ
と
。 

６ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
（
副
教
育
長

等
職
員
を
除
く
。
）
に

対
し
、
復
職
を
命
ず
る

こ
と
。 

７ 

副
部
長
、
参
事
、
部

付
、
課
長
、
教
育
事
務

所
長
及
び
県
立
教
育
機

関
の
長
（
次
の
８
及
び

９
に
お
い
て
「
課
長
等
」

と
い
う
。
）
の
休
業
、

休
業
の
期
間
の
延
長
若

し
く
は
部
分
休
業
を
承

認
し
、
又
は
そ
れ
ら
の

承
認
を
取
り
消
す
こ

と
。 



                          

あ あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
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あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ

あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
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支
給
し
な
い
こ
と
と
す

る
処
分
、
支
払
を
差
し

止
め
る
処
分
若
し
く
は

そ
の
取
り
消
し
、
全
部

若
し
く
は
一
部
の
返
納

を
命
ず
る
処
分
又
は
全

部
若
し
く
は
一
部
に
相

当
す
る
額
の
納
付
を
命

ず
る
処
分
を
行
う
こ

と
。 

８ 

職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
三

十
八
年
埼
玉
県
条
例

第
十
八
号
。
以
下
「
退

職
手
当
条
例
」
と
い

う
。
）
第
二
十
一
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
の
退
職
手
当

の
支
給
制
限
等
の
処
分

に
つ
い
て
人
事
委
員
会

に
諮
問
す
る
こ
と
。 

条
例
」
と
い
う
。
）
第

四
条
第
二
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
副
教
育
長
等

職
員
に
対
し
、
復
職
を

命
ず
る
こ
と
。 

10 

職
員
の
懲
戒
処
分

（
酒
酔
い
運
転
（
酒
気

帯
び
運
転
を
含
む
。
）
、

無
免
許
運
転
及
び
速
度

違
反
（
超
過
速
度
毎
時

二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

以
外
の
法
規
違
反
に
よ

る
交
通
事
故
で
人
に
傷

害
を
負
わ
せ
た
も
の
に

係
る
戒
告
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
。 

11 

外
国
等
派
遣
条
例

第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
職
員
を
派
遣

し
、
又
は
外
国
等
派
遣

条
例
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
派
遣

の
期
間
を
更
新
す
る
こ

と
。 

12 

副
教
育
長
及
び
部

長
の
休
業
、
休
業
の
期

間
の
延
長
若
し
く
は
部

分
休
業
を
承
認
し
、
又

は
そ
れ
ら
の
承
認
を
取

り
消
す
こ
と
。 

13 

副
教
育
長
及
び
部

長
の
育
児
短
時
間
勤
務

若
し
く
は
育
児
短
時
間

勤
務
の
期
間
の
延
長
を

承
認
し
、
又
は
そ
れ
ら

の
承
認
を
取
り
消
す
こ

と
。 

1
4
 

地
方
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律

休
業
の
期
間
の
延
長
若

し
く
は
部
分
休
業
を
承

認
し
、
又
は
そ
れ
ら
の

承
認
を
取
り
消
す
こ

と
。 

８ 

課
長
等
の
育
児
短
時

間
勤
務
若
し
く
は
育
児

短
時
間
勤
務
の
期
間
の

延
長
を
承
認
し
、
又
は

そ
れ
ら
の
承
認
を
取
り

消
す
こ
と
。 

９ 

育
児
休
業
法
第
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、

課
長
等
の
育
児
短
時
間

勤
務
の
承
認
が
失
効
し

た
場
合
等
に
お
け
る
育

児
短
時
間
勤
務
の
例
に

よ
る
短
時
間
勤
務
を
行

わ
せ
る
こ
と
。 

10 
職
員
の
昇
給
を
決

定
す
る
こ
と
。 



                 

別
表
第
二
県
立
学
校
部
の
表
県
立
学
校
人
事
課
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

            

あ 

    

一 

県
立
学

校
職

員
、

市
町

村
立

学
校

職
員

給
与

負
担

法（
昭

和
二

十
三

年
法

律
第

百
三

十
五

号
。

以
下

１ 

職
員
の
人
事
に
関
す

る
基
本
方
針
を
決
定
す

る
こ
と
。 

２ 

校
長
の
採
用
（
任
期

を
定
め
た
採
用
及
び
任

期
の
更
新
を
含
む
。
）
、

転
任
、
派
遣
（
派
遣
期

間
の
延
長
、
派
遣
後
の

職
務
復
帰
及
び
退
職
派

遣
者
の
採
用
を
含
み
、

外
国
等
派
遣
条
例
に
基

づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、

辞
職
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
任
免
等
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

校
長
の
昇
任
及
び
昇

格
を
決
定
す
る
こ
と
。 

４ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
を
除
く
。
）
を

１ 

副
校
長
、
教
頭
、
主

幹
教
諭
、
教
諭
、
養
護

教
諭
及
び
栄
養
教
諭
並

び
に
事
務
職
員
及
び
技

術
職
員
の
う
ち
主
査
級

以
上
の
職
員
の
任
免
等

を
決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

主
幹
教
諭
、
教
諭
、

養
護
教
諭
及
び
栄
養
教

諭
並
び
に
事
務
職
員
及

び
技
術
職
員
の
う
ち
主

査
級
以
上
の
職
員
の
昇

任
及
び
昇
格
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
職
員
の
標
準
職

務
遂
行
能
力
及
び
標
準

的
な
職
を
定
め
る
こ

と
。 

４ 

職
員
の
標
準
職
務
遂

１ 

事
務
職
員
及
び
技
術

職
員
（
主
査
級
以
上
の

職
員
及
び
職
務
の
級
が

行
政
職
給
料
表
の
一
級

の
職
員
を
除
く
。
）
並

び
に
養
護
助
教
諭
、
実

習
助
手
及
び
寄
宿
舎
指

導
員
の
任
免
等
を
決
定

す
る
こ
と
。 

２ 

事
務
職
員
及
び
技
術

職
員
（
主
査
級
以
上
の

職
員
を
除
く
。
）
並
び

に
養
護
助
教
諭
、
実
習

助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導

員
の
昇
任
及
び
昇
格
を

決
定
す
る
こ
と
。 

３ 

任
期
付
職
員
の
採

用
、
任
期
更
新
又
は
他

の
職
へ
の
任
用
に
当
た

り
、
人
事
委
員
会
の
承

若
し
く
は
育
児
短
時
間

勤
務
の
期
間
の
延
長
を

承
認
し
、
又
は
そ
れ
ら

の
承
認
を
取
り
消
す
こ

と
。 

14 

地
方
公
務
員
の
育

児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第

百
十
号
。
以
下
「
育
児

休
業
法
」
と
い
う
。
）

第
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
副
教
育
長
及
び

部
長
の
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失
効
し
た

場
合
等
に
お
け
る
育
児

短
時
間
勤
務
の
例
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
行
わ

せ
る
こ
と
。 



                                  

十
三

年
法

律
第

百
三

十
五

号
。

以
下

「
負

担法
」

と
い

う
。
）

第
一

条
に

規
定

す
る

職
員

の
う

ち
特

別
支

援
学

校
の

職
員

及
び

負
担

法
第

二
条

に
規

定
す

る
職

員（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て

「
職

員
」

と
い

う
。
）

に
お
い
て
「
任
免
等
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

校
長
の
昇
任
及
び
昇

格
を
決
定
す
る
こ
と
。 

４ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
を
除
く
。
）
を

行
う
こ
と
。 

５ 
職
員
の
懲
戒
処
分
を

行
う
こ
と
（
県
立
学
校

部
の
表
県
立
学
校
人
事

課
の
項
第
一
号
教
育
長

専
決
事
項
の
欄
８
に
掲

げ
る
事
項
を
除
く
。
）
。 

６ 

職
員
の
期
末
手
当
又

は
勤
勉
手
当
の
支
給
を

一
時
差
し
止
め
る
処
分

を
行
い
、
又
は
取
り
消

す
こ
と
。 

７ 

職
員
の
退
職
手
当
の

全
部
若
し
く
は
一
部
を

支
給
し
な
い
こ
と
と
す

る
処
分
、
支
払
を
差
し

止
め
る
処
分
若
し
く
は

そ
の
取
り
消
し
、
全
部

若
し
く
は
一
部
の
返
納

を
命
ず
る
処
分
又
は
全

部
若
し
く
は
一
部
に
相

当
す
る
額
の
納
付
を
命

ず
る
処
分
を
行
う
こ

と
。 

８ 

退
職
手
当
条
例
第
二

十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
職
員
の
退

職
手
当
の
支
給
制
限
等

の
処
分
に
つ
い
て
人
事

委
員
会
に
諮
問
す
る
こ

と
。 

る
こ
と
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
職
員
の
標
準
職

務
遂
行
能
力
及
び
標
準

的
な
職
を
定
め
る
こ

と
。 

４ 

職
員
の
標
準
職
務
遂

行
能
力
及
び
標
準
的
な

職
を
定
め
る
こ
と
に
つ

い
て
知
事
に
協
議
す
る

こ
と
。 

５ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
職
員
の
人
事
評

価
の
基
準
及
び
方
法
に

関
す
る
事
項
そ
の
他
人

事
評
価
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
こ
と
に

つ
い
て
知
事
に
協
議
す

る
こ
と
。 

６ 

職
員
の
分
限
処
分

（
休
職
に
限
る
。
）
を

行
う
こ
と
。 

７ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
校
長
に
対
し
、
復

職
を
命
ず
る
こ
と
。 

８ 

職
員
の
懲
戒
処
分

（
酒
酔
い
運
転
（
酒
気

帯
び
運
転
を
含
む
。
）
、

無
免
許
運
転
及
び
速
度

違
反
（
超
過
速
度
毎
時

二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

以
上
の
も
の
に
限
る
。
）

以
外
の
法
規
違
反
に
よ

る
交
通
事
故
で
人
に
傷

害
を
負
わ
せ
た
も
の
に

係
る
戒
告
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
。 

助
手
及
び
寄
宿
舎
指
導

員
の
昇
任
及
び
昇
格
を

決
定
す
る
こ
と
。 

３ 

任
期
付
職
員
の
採

用
、
任
期
更
新
又
は
他

の
職
へ
の
任
用
に
当
た

り
、
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
る
こ
と
。 

４ 

任
期
付
職
員
条
例
第

四
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
職
員
の
給
料

月
額
を
決
定
す
る
に
当

た
り
、
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
る
こ
と
。 

５ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
職
員
（
校
長
を
除

く
。
）
に
対
し
、
復
職

を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 
校
長
の
休
業
若
し
く

は
休
業
の
期
間
の
延
長

を
承
認
し
、
又
は
そ
れ

ら
の
承
認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

７ 

校
長
（
負
担
法
第
二

条
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。
）
の
部
分
休
業
を

承
認
し
、
又
は
そ
の
承

認
を
取
り
消
す
こ
と
。 

８ 

校
長
の
育
児
短
時
間

勤
務
若
し
く
は
育
児
短

時
間
勤
務
の
期
間
の
延

長
を
承
認
し
、
又
は
そ

れ
ら
の
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

９ 

育
児
休
業
法
第
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、

校
長
の
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失
効
し
た

場
合
等
に
お
け
る
育
児



                             

別
表
第
二
県
立
学
校
部
の
表
中
教
職
員
採
用
課
の
項
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

   

の
項

に
お

い
て

「
職

員
」

と
い

う
。
）

の
任

免
そ

の
他

の
人

事
を

行
う

こと
。 

に
基
づ
き
、
職
員
の
退

職
手
当
の
支
給
制
限
等

の
処
分
に
つ
い
て
人
事

委
員
会
に
諮
問
す
る
こ

と
。 

以
外
の
法
規
違
反
に
よ

る
交
通
事
故
で
人
に
傷

害
を
負
わ
せ
た
も
の
に

係
る
戒
告
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
。 

９ 

外
国
等
派
遣
条
例
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
職
員
を
派
遣

し
、
又
は
外
国
等
派
遣

条
例
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
派
遣

の
期
間
を
更
新
す
る
こ

と
。 

10 
教
育
公
務
員
特
例

法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
一
号
）
第
二
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
職
員
（
教
諭
、

助
教
諭
及
び
常
勤
の
講

師
に
限
る
。
）
に
対
し

て
、
児
童
等
に
対
す
る

指
導
が
不
適
切
で
あ
る

と
認
定
す
る
こ
と
。 

11 

教
育
公
務
員
特
例

法
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
導
改
善
研
修
を
受
け

た
職
員
の
児
童
等
に
対

す
る
指
導
の
改
善
の
程

度
に
関
す
る
認
定
を
行

う
こ
と
。 

れ
ら
の
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

９ 

育
児
休
業
法
第
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、

校
長
の
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失
効
し
た

場
合
等
に
お
け
る
育
児

短
時
間
勤
務
の
例
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
行
わ

せ
る
こ
と
。 

10 

教
育
公
務
員
特
例

法
第
二
十
五
条
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

教
育
学
、
医
学
、
心
理

学
そ
の
他
の
児
童
等
に

対
す
る
指
導
に
関
す
る

専
門
的
知
識
を
有
す
る

者
及
び
保
護
者
た
る
者

の
意
見
を
聴
く
こ
と
。 

一 

負
担
法

第
一

条
に

規
定

す
る

職
員

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
人
事
に

関
す
る
基
本
方
針
を
決

定
す
る
こ
と
。 

２ 

校
長
の
採
用
（
任
期

を
定
め
た
採
用
及
び
任

期
の
更
新
を
含
む
。
）
、

１ 

副
校
長
、
教
頭
及
び

主
幹
教
諭
の
任
免
等
を

決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

副
校
長
、
教
頭
及
び

主
幹
教
諭
の
昇
任
及
び

昇
格
を
決
定
す
る
こ

と
。 

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
（
校
長
、

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹

教
諭
、
事
務
職
員
の
う

ち
事
務
主
任
及
び
事
務

主
事
、
学
校
栄
養
職
員

の
う
ち
栄
養
主
任
及
び



                                  

一 

負
担
法

第
一

条
に

規
定

す
る

職
員

（
特

別
支

援
学

校
職

員
を

除く
。

以
下

こ
の

項
に

お
い

て
同

じ
。
）

の
任

免
そ

の
他

の
人

事
を

行
う

こと
。 

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
人
事
に

関
す
る
基
本
方
針
を
決

定
す
る
こ
と
。 

２ 

校
長
の
採
用
（
任
期

を
定
め
た
採
用
及
び
任

期
の
更
新
を
含
む
。
）
、

転
任
、
派
遣
（
派
遣
期

間
の
延
長
、
派
遣
後
の

職
務
復
帰
及
び
退
職
派

遣
者
の
採
用
を
含
み
、

外
国
等
派
遣
条
例
に
基

づ
く
も
の
を
除
く
。
）
、

退
職
等
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
任
免
等
」

と
い
う
。
）
を
決
定
す

る
こ
と
。 

３ 

校
長
の
昇
任
及
び
昇

格
を
決
定
す
る
こ
と
。 

４ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
分
限
処

分
（
休
職
を
除
く
。
）

を
行
う
こ
と
。 

５ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
懲
戒
処

分
を
行
う
こ
と
（
市
町

村
支
援
部
の
表
小
中
学

校
人
事
課
の
項
第
一
号

教
育
長
専
決
事
項
の
欄

７
に
掲
げ
る
事
項
を
除

く
。
）
。 

６ 

地
教
行
法
第
四
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
負
担
法
第

一
条
に
規
定
す
る
職
員

（
校
長
、
副
校
長
、
教

頭
、
主
幹
教
諭
、
事
務

職
員
、
学
校
栄
養
職
員

及
び
臨
時
的
任
用
職
員

を
除
く
。
）
を
免
職
し
、

１ 

副
校
長
、
教
頭
及
び

主
幹
教
諭
の
任
免
等
を

決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

副
校
長
、
教
頭
及
び

主
幹
教
諭
の
昇
任
及
び

昇
格
を
決
定
す
る
こ

と
。 

３ 

地
方
公
務
員
法
に
基

づ
き
、
負
担
法
第
一
条

に
規
定
す
る
職
員
の
標

準
職
務
遂
行
能
力
及

び
標
準
的
な
職
を
定
め

る
こ
と
。 

４ 
負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
標
準
職

務
遂
行
能
力
及
び
標
準

的
な
職
を
定
め
る
こ
と

に
つ
い
て
知
事
に
協
議

す
る
こ
と
。 

５ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
分
限
処

分
（
休
職
に
限
る
。
）

を
行
う
こ
と
。 

６ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
校
長
に
対
し
、
復

職
を
命
ず
る
こ
と
。 

７ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
懲
戒
処

分
（
酒
酔
い
運
転
（
酒

気

帯

び

運

転

を

含

む
。
）
、
無
免
許
運
転
及

び
速
度
違
反
（
超
過
速

度
毎
時
二
十
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
以
外
の
法
規

違
反
に
よ
る
交
通
事
故

で
人
に
傷
害
を
負
わ
せ

た
も
の
に
係
る
戒
告
に

限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。 

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
（
校
長
、

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹

教
諭
、
事
務
職
員
の
う

ち
事
務
主
任
及
び
事
務

主
事
、
学
校
栄
養
職
員

の
う
ち
栄
養
主
任
及
び

栄
養
技
師
並
び
に
臨
時

的
任
用
職
員
を
除
く
。
）

の
昇
任
及
び
昇
格
を
決

定
す
る
こ
と
。 

２ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
（
校
長
、

副
校
長
、
教
頭
、
主
幹

教
諭
及
び
臨
時
的
任
用

職
員
を
除
く
。
）
の
派

遣
（
派
遣
期
間
の
延
長
、

派
遣
後
の
職
務
復
帰
及

び
退
職
派
遣
者
の
採
用

を
含
み
、
外
国
等
派
遣

条
例
に
基
づ
く
も
の
を

除
く
。
）
を
決
定
す
る

こ
と
。 

３ 

任
期
付
職
員
の
採

用
、
任
期
更
新
又
は
他

の
職
へ
の
任
用
に
当
た

り
、
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
る
こ
と
。 

４ 

任
期
付
職
員
条
例
第

四
条
第
三
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
負
担
法
第
一

条
に
規
定
す
る
職
員
の

給
料
月
額
を
決
定
す
る

に
当
た
り
、
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
る
こ

と
。 

５ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
負
担
法
第
一
条
に

規
定
す
る
職
員
（
校
長



                                  

に
基
づ
き
、
負
担
法
第

一
条
に
規
定
す
る
職
員

（
校
長
、
副
校
長
、
教

頭
、
主
幹
教
諭
、
事
務

職
員
、
学
校
栄
養
職
員

及
び
臨
時
的
任
用
職
員

を
除
く
。
）
を
免
職
し
、

引
き
続
い
て
採
用
す
る

こ
と
。 

７ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
期
末
手

当
又
は
勤
勉
手
当
の
支

給
を
一
時
差
し
止
め
る

処
分
を
行
い
、
又
は
取

り
消
す
こ
と
。 

８ 

負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
退
職
手

当
の
全
部
若
し
く
は
一

部
を
支
給
し
な
い
こ
と

と
す
る
処
分
、
支
払
を

差
し
止
め
る
処
分
若
し

く
は
そ
の
取
り
消
し
、

全
部
若
し
く
は
一
部
の

返
納
を
命
ず
る
処
分
又

は
全
部
若
し
く
は
一
部

に
相
当
す
る
額
の
納
付

を
命
ず
る
処
分
を
行
う

こ
と
。 

９ 

退
職
手
当
条
例
第
二

十
一
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
負
担
法
第

一
条
に
規
定
す
る
職
員

の
退
職
手
当
の
支
給
制

限
等
の
処
分
に
つ
い
て

人
事
委
員
会
に
諮
問
す

る
こ
と
。 

度
毎
時
二
十
五
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に

限
る
。
）
以
外
の
法
規

違
反
に
よ
る
交
通
事
故

で
人
に
傷
害
を
負
わ
せ

た
も
の
に
係
る
戒
告
に

限
る
。
）
を
行
う
こ
と
。 

８ 

外
国
等
派
遣
条
例
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
負
担
法
第
一
条

に
規
定
す
る
職
員
を
派

遣
し
、
又
は
外
国
等
派

遣
条
例
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
派

遣
の
期
間
を
更
新
す
る

こ
と
。 

９ 

教
育
公
務
員
特
例
法

第
二
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
負

担
法
第
一
条
に
規
定
す

る
職
員
（
教
諭
、
助
教

諭
及
び
常
勤
の
講
師
に

限
る
。
）
に
対
し
て
、

児
童
等
に
対
す
る
指
導

が
不
適
切
で
あ
る
と
認

定
す
る
こ
と
。 

10 

教
育
公
務
員
特
例

法
第
二
十
五
条
第
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
導
改
善
研
修
を
受
け

た
負
担
法
第
一
条
に
規

定
す
る
職
員
の
児
童
等

に
対
す
る
指
導
の
改
善

の
程
度
に
関
す
る
認
定

を
行
う
こ
と
。 

に
当
た
り
、
人
事
委
員

会
の
承
認
を
得
る
こ

と
。 

５ 

分
限
条
例
第
四
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
負
担
法
第
一
条
に

規
定
す
る
職
員
（
校
長

を
除
く
。
）
に
対
し
て
、

復
職
を
命
ず
る
こ
と
。 

６ 

校
長
の
休
業
若
し
く

は
休
業
の
期
間
の
延
長

を
承
認
し
、
又
は
そ
れ

ら
の
承
認
を
取
り
消
す

こ
と
。 

 

７ 

校
長
の
育
児
短
時
間

勤
務
若
し
く
は
育
児
短

時
間
勤
務
の
期
間
の
延

長
を
承
認
し
、
又
は
そ

れ
ら
の
承
認
を
取
り
消

す
こ
と
。 

８ 
育
児
休
業
法
第
十
七

条
の
規
定
に
基
づ
き
、

校
長
の
育
児
短
時
間
勤

務
の
承
認
が
失
効
し
た

場
合
等
に
お
け
る
育
児

短
時
間
勤
務
の
例
に
よ

る
短
時
間
勤
務
を
行
わ

せ
る
こ
と
。 

９ 

教
育
公
務
員
特
例
法

第
二
十
五
条
第
五
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
教

育
学
、
医
学
、
心
理
学

そ
の
他
の
児
童
等
に
対

す
る
指
導
に
関
す
る
専

門
的
知
識
を
有
す
る
者

及
び
保
護
者
た
る
者
の

意
見
を
聴
く
こ
と
。 



 

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
三
号
事
務
の
種
類
の
欄
中
「
市
町
村

立
の
」
の
下
に
「
中
等
教
育
学
校
、
」
を
加
え
、
同
号
教
育
長
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。 

 

あ あ 

    

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
小
中
学
校
人
事
課
の
項
第
三
号
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
３
を
４

と
し
、
２
を
３
と
し
、
１
を
２
と
し
、
同
号
に
１
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

１ 

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
立
の
中
等
教
育
学
校
の
設
置
者
の
変
更
等

を
認
可
す
る
こ
と
。 

 

別
表
第
二
市
町
村
支
援
部
の
表
義
務
教
育
指
導
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

                    

１ 
学
校
教
育
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
町
村
立
の
中
等
教
育
学
校
の
設
置
又
は
廃
止
を
認
可
す
る
こ
と
。 

２ 

法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第
一
項
前
段
及
び
第
百
三
十

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
立
の
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
の
設
置
又
は
廃

止
を
認
可
す
る
こ
と
。 

教
職
員
採

用
課 

 

教
育
職
員
の

免
許
状
の
授
与

等
を
行
う
こ
と
。  

１ 

教
育
職
員
免
許

法
（
昭
和
二
十
四

年
法
律
第
百
四
十

七
号
）
第
十
一
条

第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
に

基
づ
き
、
免
許
状

を
取
り
上
げ
る
こ

と
。 

２ 

手
続
法
第
五
条

第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
審
査
基

準

を

定

め

る

こ

と
。 

３ 

手
続
法
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
処
分

基
準
を
定
め
る
こ

と
。 

 



 

別
表
第
四
教
育
事
務
所
長
の
項
第
一
号
専
決
事
項
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

               
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
条
の
改
正
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
及
び
臨
時

的
任
用
職
員
を
除
く
。
）
の
採
用
（
任
期
を
定
め
た
採
用
及
び
任
期
の
更
新
を
含
む
。
）
、

転
任
及
び
退
職
を
決
定
す
る
こ
と
。 

２ 

事
務
職
員
の
う
ち
事
務
主
任
及
び
事
務
主
事
並
び
に
学
校
栄
養
職
員
の
う
ち
栄
養
主

任
及
び
栄
養
技
師
の
昇
任
及
び
昇
格
を
決
定
す
る
こ
と
。 

３ 

負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
校
長
を
除
く
。
）
の
育
児
休
業
若
し
く
は
育
児
休

業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
。 

４ 

負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
校
長
を
除
く
。
）
の
育
児
短
時
間
勤
務
若
し
く
は

育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長
を
承
認
し
、
又
は
そ
れ
ら
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
。 

５ 

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
（
校

長
を
除
く
。
）
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
失
効
し
た
場
合
等
に
お
け
る
育
児
短
時
間

勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
。 

６ 

負
担
法
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
の
臨
時
的
任
用
を
行
う
こ
と
。 


